
特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター役員報酬規程

(総則)

第一条 この規程は特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター (以 下、「当法人」

という)の定款第 17条第 4項に基づき、役員に対する報酬の支給に関して、基本事項を定

める。

(報酬額の決定)

第二条 当法人の定款第 17条第 1項に基づき、常勤又はそれに準ずる役員 (以下、「常勤

役員等」 とい う)には理事会の決議を経て、報酬を支払 うことができる。

2 常勤役員等の報酬額は、理事会で決定する。ただ し、その報酬額は、職員の最高月額の

1.5倍 を超えないこととする。

(報酬等の支払 )

第二条 常勤役員等の報酬の支払いは、年 12回の月払いとする。

2 夏、冬については特別手当を支給できる。

(報酬額の改定)

第四条 常勤役員等の報酬について、定期昇給は行わない。

(退職慰労金)

第五条 常勤役員等が退任する場合は、その在任期間中の功労に報いるため、理事会の承認

を得て退職慰労金を支給する。

2 退職慰労金は、次に示す計算式により算出された金額とし、係数は 1を超えないことと

する。

退職慰労金支給額 =退職時報酬月額 ×在任期間 (年)× 係数

(通勤費)

第六条 常勤役員等の通勤費については、職員給与規定に準じて支給する。

(改廃 )

第七条 この規程の改廃は総会の決議を経て行 う。

(補足 )

第八条 この規程に定めるもののほか必要な事項は代表理事が別に定める。

附則

附則

この規定は 1999年 6月 30日 から施イ予する。

この規定は 2013年 6月 15日 から施行する。
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特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター

第 1章  総則

第 1条 (目 的)

1 この職員給与規定(以下「本規定」という)は、特定非営利活動法人 日本国際ボランティ

アセンター(以下「JVC」 という)の就業規則第 4章第 38条、及び第 5章第 39条に基づ

き、JVCの職員の給与に関する事項を規定したものであり、職員の給与は本規定によつ

て支給される。

第 2条 (給与の決定)

1 本規定に定める給与体系は、社会的給与水準、物価の変動、JVCの給与支払い能力

などを考慮し、事務局の提案に基づき代表がこれを定め、また改訂を行う。

第 3条 (給与の種類)

1 職員の給与の体系と種類は、以下の通りとする。

(1)月 例給与

①基本給与

②その他の給与

イ.家族手当 日.住宅手当 ハ.通勤手当 二.役職手当

ホ.駐在員手当 へ.残業手当 卜 固定残業手当

(2)期 末手当(夏期、年末の2回 )

(3)退職金

第 4条 (給与の支払能力)

1 給与は、これを全額本人に支給する。ただし、法令で職員の負担すべきものと定められ

た社会保険料、税金、その他本人の同意を得たものは控除する。

2 給与は、当月の 1日 から末日までを一計算期間とし、翌月 15日 に支給する。ただし、支

給日が休日にあたる場合はその前日に支給する。1か月未満の場合は日割り計算を行

つ。

第 2章 基本給与

第 5条 (基本給与)

1 基本給与は、年齢 (参考)給で別表の通りとする。その号級は、該当年度の 4月 1日 時

点の満年齢をもとに設定する。

2 給与テープルは、毎年見直すことを原則とする。
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特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター

第 6条 (試用期間)

1 試用期間は東京勤務の場合は原則 3か月間とし、海外事務所勤務の場合は 4か月間

とする。海外事務所勤務の場合、最初の 1か月間は本部事務所における事前研修、残

り3か月を赴任地における研修とする。

2 本部研修中は、別表のとおり日当を支給し、現場研修では基本給の満額を支給する。

第 3章 その他の手当

第 7条 (家族手当)

1 次に定める扶養家族を有する者に対して、別表の通り家族手当を支給する。

2本人と生計を―にし、かつ主として本人の収入によつて生計を維持している者で、次の各

号の一つに該当する者を扶養家族という。

(1)配偶者 (定義は就業規則による)

(2)18歳未満の子

(3)60歳以上の両親 (配偶者の両親を含む)

ただし、所得税法上に定められた所得制限の枠内の者とする。

3本人及び配偶者双方が職員としてJVCに勤務する場合は、一方に対して支給する。

第 8条 (住宅手当)

1 住宅費の補助として、別表の通り住宅手当を支給する。所定の用紙に、1か月の住宅

費を記入して経理に提出する。なお、住宅費が変更になつた場合には直ちに経理に変

更後の住宅費を報告する。

第 9条 (通勤手当)

2 電車、バスなどの交通機関を利用して通勤する者には、その実費を支給する。

3 通勤手当を受給しようとする者は、所定の用紙に 1か月の通勤費を記入して経理に提

出する。なお、通勤経路を変更した場合、通勤費が変わつた場合には直ちに経理に変

更後の通勤費を報告する。

第 10条 (役職手当)

1 次に定める者に対して、別表の通り役職手当を支給する。

(1)事務局長、事務局次長

(2)海外事務所代表(何らかの理由により該当者が本部勤務の場合を含む)

第 11条 (駐在員手当)

1 次に定める者に対して、別表の通り駐在員手当を支給する。
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特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター

(1)海外事務所駐在員 (役職手当該当者を除く)

第 12条 (固 定残業手当)

1 前年度の月平均残業時間が 10時間を超えている者について、時間外割増の見込み分

として月 10時間の固定残業手当を支給する。

第 13条 (残業手当)

1 業務上の都合によつて残業勤務および深夜勤務を行つた場合には、残業手当および深

夜残業手当を支給する。ただし申告許可制とし、この許可を得ない残業については、残

業手当は支払わない。

2 残業手当は、次の計算によつて支給する。

(1)時給 (給与テーブル内)Xl.25× 残業時間数

3 深夜残業手当は、次の計算によつて支給する。

(1)時給 (給与テーブル内)Xl.5× 深夜残業時間数

4 本規定第 10条、第 11条に該当する者に対しては、残業手当および深夜残業手当は支

給しない。

第 4章  期末手当

第 14条 (期 末手当の支給 )

1 期末手当は、原則として 6月 と12月 に支給する。支給額は、JVCの支払い能力を考慮

し、代表が決定する。

第 15条 (支給の対象)

1 前条の支給対象期間は次の通りとし、支給対象者は、支給時に在職していたもので、対

象期間の 80%以上出勤した者とする。これを満たない者は、その応分額とする。なお、試

用期間は対象期間に算入する。

(1)6月 支給  前年 10月 1日 より3月 31日 まで

(2)12月 支給  4月 1日 より9月 30日 まで

第 5章  退職金

第 16条 (退職金の計算基礎 )

1 退職金は、退職の日における基本給に勤続年数及び下記の率を乗じた額とする。

勤続年数 4年以上 5年未満   0.3

勤続年数 5年以上 6年未満   0.4
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特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター

勤続年数 6年以上 7年未満  0.5

勤続年数 7年以上 8年未満  0.6
勤続年数 8年以上 9年未満  0.7
勤続年数 9年以上 10年未満  0.8

勤続年数 10年以上 15年未満  0.9

勤続年数 15年以上 20年未満  1.0

勤続年数 20年以上      1.0
ただし、勤続年数 4年未満の退職者には退職金を支給しない。

なお、海外派遣終了後すぐに退職する場合は、東京の年齢給を基本給とする。

2 勤続年数は、職員として採用された日を含む月から退職の日を含む月までとし12か月

をもつて 1年として計算する。1年未満の端数は、月割りで計算する。ただし、休職期間

中は、勤続年数に加算しない。

3 有期契約期間は、勤続年数に加算して計算する。

4 海外派遣期間は、勤続年数に加算して計算する。

表1:諸手当テーブル 2016年 4月 現在

給与テープル 別紙 給与テーブル (国 内)参照

住宅手当 主として家賃を払つている者 (単身 ) 30,000円

上記と同様の条件で家族がいる者

(住居費の半額まで)

50,000円

上記以外 15,000円

家族手当 第 1扶養 24,000円

第 2扶養以降 1人増えるごとに 6,000円

役職手当 事務局長 54,000円

事務局次長、東京事務所マネージャー、

海外事務所代表

36,000円

駐在員手当 海外事務所駐在員 27,000円

研修生 通常の給与規定に準じる。社会保険は最初から加入。

附則

本規則は、1991年 4月 1日 から施行する。

1992年 4月 1日 改訂

1993年 4月 1日 改訂

1994年 4月 1日 改訂

2007年 4月 10日 改訂

2009年 5月 26日 改訂
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特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター

2016年 4月 1日 改訂

2017年 3月 28日 改訂

2020年 12月 17日改訂

2022年 3月 23日 改訂

2024年 3月 27日 改訂
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制定日、施行日 :1991年 2月 20日

改定日、版数 :2024年 3月 27日 、第9版

決裁機関 :理事会

日本国際ボランティアセンター

海外派遣職員給与規定

第 1章  総則

第 1条 (目 的)

本規定は、「特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター 就業規則」第 4章第 2

5条に基づき、特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター (以下「JVC」 という)

の海外派遣職員の給与に関する事項を規定 したものであり、海外派遣職員の給与は本規定

によつて支給される。

第 2条 (給与の決定)(「給与規定 第 2条」のとお り)

規定に定める給与体系は、社会的給与水準、物価の変動、JVCの 給与支払い能力などを

考慮 し、事務局の提案に基づき代表がこれを定め、又改定を行 う。

第 3条 (給与の支払い方法)

給与は、現地支給分と国内積み立て分に分けられ、毎月現地及び日本国内の指定銀行にそ

れぞれ支払われる。

2)給与は、当月の 1日 から末 日までを一計算期間とし、1カ 月未満の場合は日割 り計算

を行 う。 (「 給与規定 第 4条の 2」 のとお り)

第 2章  基本給 与

第4条 (基本給与)

基本給与は、別表の現地支給手当と国内積立金との合計である。

2)現地支給手当は、別表の通りとする。派遣国によつて異なるが年齢に関わらず一定額

とする。
3)国内積立金は、別表の通りとする。年齢の起算は、当該年度の4月 1日 現在とし、契

約期間が翌年度にまたがる場合は4月 1日 をもって新年齢として計算する。

4)東京事務所での研修中は、「特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター 給

与規定」のとおり東京職員待遇で支給する。

第 3章  その他 の手 当

第 5条 (家族手当)(「 給与規定 第 7条」に係る)

「特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター 給与規定」第 7条に定める家族手

当支給該当者に対して、別添表のとおり家族手当を支給する。

2)家族手当は、原則として家族が居住する国で支給する。



第 4章  渡航 費

第 6条 (渡航費用の負担)

海外派遣職員の派遣のための渡航費は、自宅から任地までの交通費、空港使用税、中継地

での宿泊代などをJVCが負担する。

2)渡航費用は、本人の他、現地に同伴する家族 (定義は就業規則による)全員の費用を

JVCが負担する。ただし、職員でない配偶者 (定義は就業規則による)の郷里からの交通

費は自己負担とする。
3)赴任時・帰任時の渡航に際した移動・引越しのため、海外派遣職員一人につき支度金

5万円を支給する。
4)小学生以下の子を同行した空港から渡航に際して、前日の宿泊地を午前 8時以前に出

なければならない場合は、空港近郊での宿泊費として、1家族 1万 5千円を限度として、宿

泊費を支給する。

第 7条 (その他の費用)

赴任に際して必要なビザの取得代、予防接種代はJVCが負担する。

2)旅券 (パ スポー ト)取得代は自己負担とする。

第 8条 (配偶者の訪問費用)

単身赴任した職員の配偶者が赴任先を訪問する場合には、1年に 1回について、往復の航

空運賃及びビザ代をJVCが負担する。

第 5章  住 宅

第 9条 (住宅の提供 )

JVCは任地で適当な宿舎を用意 し、職員はその宿舎で生活することを原則 とする。

2)JVCの 事情で宿舎を用意できない場合には、相当額の住宅手当を支給する。

3)治安状況が悪い国や地域での安全管理のための守衛については、必要に応 じて経費を

支給する。

第 6章  一時帰 国

第 10条 (一時帰国に関わる費用 )

年に 1度、業務の報告、国内広報活動、及び休暇のために日本への一時帰国を認める。そ

の渡航費は第 6条に従って JVCが 負担する。

2)一時帰国中、10日 間の一時帰国休暇を取得できる。休暇以外は業務報告や国内広報・

ファンドレイジングを行 う公務に従事 し、経費は JVCが 支払 う。

3)一時帰国中、海外派遣職員の郷里に帰省する場合には、1回に限 り交通費として海外

派遣職員一人につき 5万円、 1家族につき 10万円を限度 として帰省費用の実費を支給す

る (帰省先は海外を含む。)家族がともに JVCの職員である場合は、それぞれの郷里まで

の交通費をJVCが負担する。

第 11条 (帰国中の給与)

一時帰国中の給与については、東京の年齢給を支給する。

2)一時帰国中東京に滞在する場合は、自宅または JVCが 提供する宿舎から通 うことを

原則 とし住宅手当は支給 しない。上記のような施設がない場合には、実費を支給する。



第 7章  傷害補償

第 12条 (保険の加入)

職員が派遣期間中、赴任先で業務上の理由により負傷、疾病、身体障害又は死亡に至った

場合の補償は、海外旅行者傷害保険によって行うことを原則とする。ただし、同保険でまか

なえない部分については以下の規定に基づいてこれを行う。
2)海外旅行者障害保険の加入はJVCがまとめて行い、掛金はJVCが負担する。

第 13条 (補償の種類及びその金額)

①療養補償

職員が派遣期間中、赴任先で業務上の理由による職員の負傷に対して、第 12条の保険で

補償されない治療費及び療養費の自己負担分の全額をJVCが負担する。また、必要な場合

においては、本人の帰国旅費、付添い人の往復旅費を全額支給することができる。

②障害補償

負傷・疾病の治癒の後も障害が残る場合は、海外旅行者傷害保険約款に従い、障害補償一

時金を支給する。

③死亡時補償

死亡した職員の遺族 (遺族とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹又

は孫に該当する者とし、本条以外の就業規則及び社内規定においても同様の取扱いとする。)

に対し、海外旅行者傷害保険約款に従い遺族補償一時金を支給する。また、死亡地が海外の

場合には、遺族の往復旅費は2名 を限度として全額を支給する。

付則 本規定は、 1991年 2月 20日 より施行する。

1992年 4月 1日 改訂

1993年 4月 1日 改訂

1993年 7月 19日 改訂

1995年 4月 18日 改訂

1996年 4月 9日 改訂

2007年 6月  改定

2020年 11月 17日 改定

2024年 3月 27日 改定



別添 表 :海外派遣職員給与テーブル

2020.10月 現在

現地支給手当 カンボジア/ラ オス US$550
スーダン US$600
パ レスチナ USS1200

国内積立金 給与テーブル (海外)参照

家族手当
第 1扶養 USS240
第 2扶養以降 1人増えるごとに USS60



書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター 事業年度 2023年 4月 1日 ～2024年 3月 31 日

1 資金 に関す る事項 [o収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

(:)収益の源泉別の明細

(2) 借入金の明細

な し

収 益 源 泉 の 内 訳 金  額

会費収入 5,738,000円

寄付金収入 153,313,760 FI]

助成金収入 13,023,384円

公的補助金 86,255,617 FI]

受取利息 169,759円

為替差益 2,143,347円

雑収入 4,337,142円

役務収益 2,129,925円

その他の事業 (カ レンダー事業) 119,440円

過年度損益修正益 564,897円

雑益 3,000,009円

円

円

円

△
ロ 計 270,795,280円

借 入 先 金  額

な し 円

円

円

円

円

〈
口 計 0円

(3) その他



2 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

取引先の氏名等
法人との

関  係
譲渡資産の内容

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 その他の取引条件等

壁掛けカレンダー 単価 1,600円

卓上カレンダー
通年

単価 1,300円

円

定価

その他物販等

円

円

円

(1) 収益の生ずる取引の上位 5者

(2) 費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

67,031,496円 NGO連携無償資金協力

 
   

  
  

 

19,224,121円 スーダン事業補助金

10,000,000円 寄付

   
 

  
6,980,200 FI] ラオス事業助成金

5,000,000円 寄付

氏名又は名称
住所又は所 ,

在地
取引金額 取 弓1 内 容 等

 
 

   
 

19,586,228円
パレスチナ事業

協力団体業務委託費

 

  
  

  
  

12,087,771円
パレスチナ事業

協力団体業務委託費

11,957,867円 社会保険料事業主負担分

5,200,000円 役員報酬等

5,153,280円 家賃等



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
貸付資産の内容

貸 付

年月日
対 価 の 額 その他の取引条件等

スタッフローン 2023.4.30

2024.3.31 18,000ラ ン ド

南アフリカ事務所規則に

基づくスタッフローン。

3月 末時点残額

1,000ラ ン ド。

スタッフローン 2023.4.30

2023.9.31
7,000ラ ン ド

南アフリカ事務所規則に

基づくスタッフローン。

2023年 9月 に完済。

スタッフローン 2023.8.1

2023.11.3

0

6,000ラ ン ド

南アフリカ事務所規則に

基づくスタッフローン。

2023年 11月 に完済。

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
役務の提供の内容

役務 の提

供年月日
対 価 の 額 その他の取引条件等

別紙のとおり 円

円

円

円

円

円

円

円

円



役務の提供 (施設の利用等を含む)

氏 名 法人との関係 4肇i囃鐸01警■
1 篠夢め韓爆年月伸

｀
対価0額 ::i:

 税理士顧問報酬 2023/9/30 ¥149,462 請求書による

 機関誌の編集等 2023/4/25 ¥90,000 請求書による

2()23/10/26 ¥90,000

 イベン ト謝金 2023/10/25 ¥11,137 請求書による

 イベン ト謝金 2()24/1/15 ¥11,137 請求書による

 システム運用サポー ト費 2023/9/25 ¥20,000 請求書による

2023/7/25 ¥40,000

2023/5/25 ¥20,000

2023/11/24 ¥40,000

2023/11/24 ¥20,000

2023/6/26 ¥20,000

2024/3/31 ¥20,000

2()24/1/25 ¥40,000

2024/3/26 ¥20,000

2〔)23/8/25 ¥20,000

2()23/12/25 ¥20,000

2024/2/22 ¥20,000

 イベン ト謝金 2024/3/31 ¥10,000 請求書による

 ラオス事業評価業務 2024/3/12 ¥10,000 請求書による

機関誌の印刷 2()23/5/25 ¥257,400 請求書による

2023/11/24 ¥257,400



3 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏名 寄附金額 受領年月日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口 を除く。)、 口 給
与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額 ]

役員、社員、職員若 しくは寄附者若 しくはこれ らの者の配偶者若 しくは三親等以内の親族又はこ

れ らの者 と特殊の関係にある者 (注 1)(以下 「役員等」 とい う。)に対する報酬又は給与の支給につ

いて記載 してください。

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者

と特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族

② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若し

くは三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く。)

(注 2)注 1の 容 を に記述します
=

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集計期間 2023年  4月  1日 2024年  3月  31日

給与を得た職員の総数 左記の職員に対する給与総額

18人 27,275,544円

支 給 期 間 等 支 給 金 額氏 名 職 名
法人との関係

(注 2)
報酬・給与

の区分

5,200,000円報酬

2023年 4月 1日 ´ヽ′

2024イ千 3′月 31日 

給与

2023年 4月 1日 ～

2024年 3月 31日 4,841,700円 

1,196,220円給与

2023年 4月 1日 ～

2024年 3月 31日 

給与

2023年 4月 1日 ‐́

2024年 3月 31日 3,438,223円 

給与

2023年 4月 1日 ～

2024年 3月 31日 

給与

2023年 4月 1日 ～

2024年 3月 31日 



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

6 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
にその実施 日]

支出先の名称等 住所等 支出年月日 支出金額 寄附の目的等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

実 施  日 使 途 金   額

パレスチナ パー トナー団体への業務委託費
2023.4.19 USD 000‐ 4,729,900円

2023.5.17 南アフリカ 現地活動資金 4,000,000円

2023.5。 19 南スーダン 現地活動資金 USDl 000 2,510,460円

シリア 緊急救援パー トナー団体への業務委託費
2023.5.24 1,346,033円

パレスチナ パー トナー団体への業務委託費
2023.6.7 USD22, 410‐ 3,148,829円

イエメン パー トナー団体への業務委託費
2023.6。 22 7‐ 4,717,966円

2023.7.18 スーダン 現地活動資金 USD 000‐ 4,974,600円

2023.8.8 スーダン 現地活動資金 EUR91‐ 14,439円

パレスチナ パー トナー団体への業務委託費
2023.8.16 USD25 3,763,074 FI]

2023.8.23 南アフリカ 現地活動資金 4,000,000円

2023.8.24 パ レスチナ 現地活動資金 USD20,000‐ 2,917,400円

640‐



2023.9。 6

2023.9。 6

2023.9。 20

2023.10.4

2023.10。 19

2023。 11.2

2023。 11.21

2023。 12.22

2024。 1.4

2024。 1.7

2024。 2.21

2024.3.13

2024。 3.13

パレスチナ パー トナー団体への業務委託費

シリア パー トナー団体への業務委託費

USD4,410‐

ラオス 現地活動資金 USD50‐

ラオス 現地活動資金 USD44,000‐

パレスチナ 現地活動資金 USD45,000‐

パレスチナ 現地活動資金 USD30,000・

ラオス 現地活動資金 USD2

パレスチナ 現地活動資金 USD

ラオス 現地活動資金 USD24,000‐

イエメン パー トナー団体への業務委託費

EUR7,465。 12‐

,000‐

000‐

000‐

南スーダン 現地活動資金

パレスチナ 現地活動資金

南アフリカ 現地活動資金

4,306,519円

656,472円

7,443円

6,613,200円

3,772,000円

6,822,900円

5,967,600円

4,299,900円

3,466,560円

4,000,000円

7,860,320円

3,564,720 FI]

1,213,753円



法人名 特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

′

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表 1「役員の状況」から転配してください。

C及びЭこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

④÷③

① ② ③ ④ ⑤

④
2023年 4月 1日 ～

2024年 3月 31日 14人 0人 0% 0人 0.0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ④ ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はレヽ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初ヨD

(注意1口D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

Q二艶墨聾曇Q!璽L』菫壁聾型」堕饉幽盤型璽塑塑墾襲二量些壺笙ユL

項
ロ
ロ ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
ロ
ロ ④ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有。① 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無

第3表 (″CD

(滋申Q
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出密E)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック表」 3

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

注 意 事 項記 載 要 領項    目

区分欄の「④～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表 1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

イの各欄

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会則)第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はい」

1二_I`⊇」__L生」を含:!≦」」」肇二重塾壁l整塁生堕S

付L玉くださ堕吐

②  「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の「l型 さ上に「o」

した場合には、.第 3表付表2「帳簿組

雄
`2盤

塑、1_1奎i載整L`塗生上
`玉

l≦_ださ

しヽ

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したものです。

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したものです。

二の各欄

ヽ



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況

清水 俊弘 理事
○

第 3表付表 1

1999年 7月 1日 就任

法人名
特定非営利活動法人

日本国際ボランティアセンター
④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 14人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

天明 伸浩 理事 2012年 6月 16日 就任

○

木下 尚慈 理事 2014年 6月 16日 就任

○

小川 隆太郎 理事 2016年 6月 18日 就任

○

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

氏   名 住  所 職名 続柄等
④ ⑮ ◎

清水 研 理事 2016年 6月 18日 就任

○

伊藤 解子 理事 2018年 6月 19日 就任

○

今井 高樹 理事 2018年 6月 19日 就任

○

藤屋 リカ 理事 2018年 6月 19日 就任

○

渡邊 直子 理 事

○

2018年 6月 19日 就任

(1)最 も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数

(2)最 も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの

者の親族等」のグループの人数



河添 (内 田)

聖子

理事 2020令 和 2年 6月 19日 就任

○

小野 豪大 理事 2020年 6月 19日 就任

○

田中 雅幸 監事 令和 2年 6月 19日 就任

○

岩田 健一郎

 

理事 2022年 6月 19日 就任

○

中山 雅之 監事 2022年 6月 19日 就任

○

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事

項について、添付を省略することができます。



法人名 特定非営禾:偏嗣法人日本国際ボランティアセンター

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 詞脹の時期 保存期間

総勘定元帳

会計ソフト「弥生会計」使用

ルーズリーフ
都度 10年

仕訳日記帳

会計ソフト「弥生会計」使用

ルーズリーフ
都度 10年

給与台帳

給与ソフト「弥生給与」使用

ルーズリーフ

月 1回 7年

棚卸資産在庫管理表

エクセル使用

ルーズリーフ
年 2回 7年

固定資産台帳

エクセル使用

ルーズリーフ
都度 10年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記載喜齢D
『伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝頭し、「出枷 、「振替伝頭し、「現金出納幅」、「総勘定元帳」などのように配載します。

「左の根簿等の形態」欄は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように配載します。

「記帳の時期」欄は、晴押キ」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規曜等提出癬Dに記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

′

ロ

① 申課郭寺③ ⑮ ◎ ① ◎日
【項

有 。無 有 。無有。① 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 。無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動

有 。無 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無有。① 有 。無
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動

有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無有。① 有 。無 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申訪皐寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有。① 有・無 有。無 有。無 有・無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特易llの利益の供

与の有無

有。① 有。無 有。無 有・無 有。無 有 。無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有。① 有。無 有。無 有。無 有。無 有・無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有。① 有。無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

礎意1申D
。 「認定基準等チェック表 (第 4表 )」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「:碇基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、改めて配載する必要はありません。



書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項 )

・認定基準等チェック表第 5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添

付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は

居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してください。

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち 10人

以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載 した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者 との取引

。 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら

の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万 円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況

a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)

b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック1謁

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

(洒目『1屁D
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営禾!括動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 0無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又|ゴ早ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員輌酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 。① 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 0無 有 。 無 有 ・ 無



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り

た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等田 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等住2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (塁

宣:二埜塑l菫墜:丞型1理1壁:ュ!壁i直1堕1型|コ|コ:墾1望:コ1週壁i塾i聾:墨』l璧1璽塑|□l璽:輩!園1理1菫|ヨ1主!壁ヨ!主日1囲囲延!墾|二⊥:郵2生=L:璽曼|
1三』讐里医」壼」重慶」ョ笙」旦]LttLl』壺E型□11」::星金」≧』E」立自」受旦」L」壼型」堕L21三」][`塾」望望陛EI」』]□壁塑塑l生」」21墜≡L≧」LE塑塁壼E)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定

特定非営禾1擬置法人又は当該特例認定特定非営禾1括動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有。①

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から

5年を経過しない者の有無
有。①

特定非営禾:括戴促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第 2∝ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪場 巳したことにより、又は旧弱諾 しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰樹刊に処せられ その執行が終わった日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有。①

暴力団の構成員等の有無 有。①

，
“ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はし

t:lr'"( し`定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人ｎ
０

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しなしヽ去人
はい

耐
薇

認定、特例認定又は認定の有り期間の更新の申請時に、上重墜」墜:堕i二:コi壼:理塁:塵日:聖:盪2≧堂」聖[主と塁11」生菫璽延里壺

_」量
`⊇

L生L望:g:墜塵!堕:」[道墨1慶:菫]巨:丞Iコ饉:翌]壼」菫:望」:望:菫:菫:曇:量」堕:璽i□:國!聖:ヨL壺塁

`塾

i壼[理]璽囲]壼

`壁

壺」望:=l壺二_生____

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

い`IJL'(″
Э 国税|こ係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

り^ 次のいずれかに該当する法人

暴力団 はい(い百瓦)
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 は い

イ

ロ

ハ

υ`




